
概　　要

　大阪市保健所長は、医療法人の業務若しくは会計が法令等に違反し、又はそ
の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該医療法人に対し期限を定めて
必要な措置をとるべき旨を命ずることができ、その命令に従わないときは、当
該医療法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は
役員の解任を勧告することができます。
　なお、大阪市保健所長は、業務の停止を命じ、又は役員の解任を勧告するに
当たっては、あらかじめ大阪府医療審議会の意見を聴かなければなりません。
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